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清

規

研

究

の
問

題

点

ー
南
禅
寺
関
係

の
清
規
紹
介
を
兼
ね
て
ー

尾

崎

正

善

一

は
じ
め
に

筆
者
は
こ
れ
ま
で
主
に
曹
洞
宗
の
清
規
に
つ
い
て
の
研
究
を
重
ね
て
き
た
が
、
近
年
は
曹
洞
宗

の
清
規

・
儀
礼
研
究
を
補
完
す
る
意
味

で
、
臨
済
系

の
清
規
の
収
集
も
行

っ
て
い
る
。
本
論
は
、
そ
の
成
果

の

一
部
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ

る
。

最
初
に
、
清
規
を
研
究
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
基
本
的
な
問
題
点
と
そ
の
研
究
の
方
法
論
を
論
じ
て
み
た
い
。
そ
の
次
に
、
提
示
し

た
方
法
論
を
具
体
的
に
行
な
う
意
味
で
、
近
年
筆
者
が
新
た
に
閲
覧

・
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
た
南
禅
寺
系

の
清
規
を
紹
介
し
な
が
ら
清

規
研
究
の
問
題
点
を
順
次
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

二

清
規
研
究
の
問
題
点

ま
ず
最
初
に
、
清
規
研
究
の
問
題
点
に
関
し
て
簡
単
に
指
摘
し
て
お
こ
う
。

「清
規
」
と
は
何
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
改
め
て
述
べ
る
ま

で
も
な

い
で
あ
ろ
う
。
辞
書
的
な
解
釈
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
中
国
の
禅
宗

の
独
立
に
伴

い
、
独
自

の
規
矩
を
制
定
し
、
そ
れ
を
成
文
化
し

た
も

の
が
清
規
で
あ
る
。
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で
は
、
そ
の
清
規

の
成
立
を
禅
思
想
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
ま
た
清
規
の
変
容

の
過
程
と
様
々
な
展
開
は
如
何
な
る

見
解

に
基
づ
く
も
の
な

の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
中
国
禅
宗
史

の
み
な
ら
ず
、
日
本
禅
宗
史
を
研
究
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持

つ
。

さ
ら
に
は
、
禅
と
戒
と
清
規
と
い
う
相
互
の
関
係
に
お
い
て
、
清
規
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
こ
れ
も
禅
宗

の
戒
律
観
と
土
ハに

　　
　

重
要
な
研
究
テ
ー

マ
で
あ
る
。
禅
宗
に
は
清
規
が
存
す
る
の
で
戒
を
重
要
視
し
な
く
な

っ
た
、
ま
た
清
規
が
戒
を
補
完
す
る
も
の
な

の
で

決
し
て
戒
を
軽
ん
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
等

々
の
議
論
が
存
す
る
が
、
そ
の
時
に
議
論
の
姐
上
に
の
ぼ
せ
る

「清
規
」
と
は
清
規
思
想

全
体
な

の
で
あ
ろ
う
か
、
特
定
の
時
代
の
清
規
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
大
前
提
と
な
る
の
は
百
丈
懐
海

(七
四
九
～
八

一
四
)
が
制
定
し
た

と
さ
れ
る

『
百
丈
清
規
』
な
の
で
あ
ろ
う
が
こ
れ
は
現
存
せ
ず
、
さ
ら
に
後
世
の
清
規
類
は
、
そ
の
意
志
を
直
接
に
継
承
す
る
も

の
ば
か

り
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
清
規

の
内
容
自
体
に

「戒
」

の
思
想
を
受
け
補
完
す
る
要
素
も
あ
る
が
、
時
代
と
土
ハに
記
述

内
容

は
変
化

・
増
補
を
繰
り
返
し
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
ば
か
り
で
は
な

い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
単
純
に

「清
規
が
存
す
る
か
ら
」
と
い

う
言

い
方
は
、
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

ま

た
、
清
規
に
記
さ
れ
る
各
種
儀
礼
は
、
禅
宗
に
と

っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
可
能
な

の
で
あ

ろ
う
か
。
敢
え
て
い

う
な
ら
ば
、
禅
宗

の
修
行
の
基
本
は
坐
禅
で
あ
り
、
そ
の
修
行
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
僧
堂

の
規
則
は
最
低
限
必
要

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

師
と

の
問
答
の
た
め
の
、
上
堂

・
請
益

・
入
室
等

の
修
行
上
不
可
欠

の
儀
礼
、
さ
ら
に
衆
寮
を
始
め
と
す
る
各
種
寮
舎

の
規
程
な
ど
も
寺

院
運
営
上
必
要
な
規
則
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
指
摘
す
る
儀
礼
と
は
そ
れ
以
外
の
、
例
え
ば
法
堂

・
仏
殿
等

の
諸
堂
で
執
り
行
わ

れ
る
皇
帝

・
檀
那
等
に
対
す
る
諸
儀
礼
や
祈
祷
儀
礼

・
葬
送
儀
礼
等
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「清
規
と
は
禅
宗
独
自
の
規
矩
を
定
め
た
も
の

で
あ

る
」
と
い
う
趣
旨
と
は
裏
腹
に
、
既
存

の
教
団
の
行

っ
て
い
た
儀
礼
、
律
宗
な
ど
の
基
本
的
規
定
に
留
ま
ら
ず
、
主
に
密
教
儀
礼
に

見
ら
れ
る
祈
祷
儀
礼
等
も
積
極
的
に
受
容
し
て
き
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
儀
礼

の
増
補
は
、
中
国
の
み
な
ら
ず
日
本

の
各

種
清
規
に
多
数
存
す
る
。
こ
れ
ら

の
儀
礼
を
思
想
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
問
題
点
を
勘
案
す
る
為
に
は
、
当
然
清
規
の
時
代
毎
の
展
開
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
そ
の
展
開
、
い
う
な
ら
ば
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時
代

に
伴
う
変
化
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と

い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
儀
礼
の
増
加

・
変
化
と
い
う
問
題
が
中

心
と
な
る
が
、
こ
の

よ
う
な
変
遷
の
過
程
を
単
純
に
時
代

の
要
請
と
片
付
け
る
こ
と
に
は
、
大
い
に
疑
問
が
あ
る
。
い
っ
た

い
、
そ
の
時
代
性
を
ど
の
よ
う
に

捉
え

る
の
か
、
儀
礼
が
増
加
す
る
の
は
、
時
代

の
推
移
と
要
請
と
い
う
よ
う
に
短
絡
的
に
片
付
け
る
こ
と

で
、
重
要
な
部
分
を
見
過
ご
し

て
は
い
な

い
か
。

つ
ま
り
、
そ
の
要
因
に
関
す
る
厳
密
な
考
証
を
行
う
こ
と
な
く
、
清
規
改
編
の
過
程
を
時
代
の
変
化
や
要
請
、
社
会
的

必
要
性
、
地
域
的
な
差
違
と
い
う
簡
単
な
言
葉
で
片
付
け
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上

の
よ
う
に

「清
規
」
の
問
題
と
い
っ
て
も
様
々
な
側
面
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
を
個
別
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に

関
連

し
あ

い
な
が
ら
考
え

て
行
く
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。

さ

て
そ
れ
で
は
、
清
規
研
究
の
上
で
最
も
重
要
な
課
題
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
そ
れ
は
敢
え
て
い
う
な
ら
ば

「清
規
」
の
持

つ

叢
林
修
行

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
と
は
、
戒
律
や
従
来

の
宗
派
と
異
な
る
禅
宗
独
自

の

規
矩

の
制
定
と
い
う
、
既
存

の
枠
組
み
か
ら
脱
却
を
目
指
す
、
禅

の
も

つ
独
自
性

・
自
由
性
と
い
う
方
向
か
ら
逆
行
す
る
動
き
で
あ
る
。

言

い
換
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
こ
そ
元
来
、
禅
思
想
に
お
い
て
は
最
も
排
除
す
べ
き
こ
と
で
あ

っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

固
定
化

・
定
型
化
し
、
あ
る
枠
の
中
に
押
し
込
め
る
事
を
も

っ
と
も
嫌
い
、
そ
の
た
め
に
独
自

の
修
行
観
に
基
づ
く
、
そ
れ
ま
で
と
は
異

な
る
方
法
論
を
確
立
し
た

い
が
た
め
に
定
め
た
清
規
が
、
逆
に
時
代
と
共
に
そ

の
存
在
自
体
が
、
あ
る
意
味
自
身

の
修
行
方
法
や
諸
の
儀

礼
を
規
定
し
、
型
に
は
ま

っ
た
中
で
、
定
め
ら
れ
た
修
行
と
儀
礼

の
み
を
行
な
う
と
い
う
自
己
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
禅
修
行
の
形
骸
化
を
招
く
結
果
と
も
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
う
で
は
あ
る
が
、

一
方
で
清
規
の
持

つ
独
自
性
が
禅
宗
発
展
の
大
き
な
要
因
で
あ

っ
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
清
規
の
持

つ
独
自
性
と
既
存

の
儀
礼
の
取
り
込
み
と
削
除

の
過
程
を
分
析
し
、
清
規
変
遷
の
社
会
的
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
結
果
的
に
禅

宗
教

団
の
社
会
性
や
修
行
観
を
考
え
る
上
で
不
可
欠
の
要
素
で
あ
り
、
清
規
研
究
の
基
礎

で
あ
る
と
考
え
る
。
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三

清
規
研
究
の
方
法
論

で
は
、
前
節
で
指
摘
し
た
清
規
研
究
を
実
際
に
行
う
上
で
ど
の
よ
う
な
方
法
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

先

ず
第

一
に
、
広
範
な
史
料

の
収
集

・
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然

の
こ
と
で
あ
り
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な

い
こ
と
で
あ
る

が
、
し
か
し
現
在
、
収
集

・
紹
介
さ
れ
た
清
規
の
数
は
、
他
の
語
録
等

の
伝
統
的
禅
宗
史
料
に
比
す
れ
ば
少
数
で
あ

る
と
い
わ
ざ
る
を
得

ず
、
ま
し
て
や
活
字
化
さ
れ
た
史
料
は
、
全
体
の
極

一
部
と
考
え
ら
れ
る
。

中
国
関
係

の
清
規
は
、
『大
正
蔵
経
』
所
収

の

『
勅
修
百
丈
清
規
』
十
巻

(至
元
四
年

(
=
三
二
八
)
)、
『卍
続
蔵

経
』
所
収
の

『禅
苑

清
規
』
十
巻

(崇
寧
二
年

(
=

〇
三
)
)
・
『
入
衆
日
用
清
規
』

一
巻

(嘉
定
二
年

(
一
二
〇
九
)
)
・
『
入
衆
須
知
』

一
巻

(景
定

四
年

(
一

二
六

三
)
頃
)
・
『
叢
林
校
定
清
規
総
要
』
二
巻

(成
淳
十
年

(
一
二
七
四
)
)
・
『禅
林
備
用
清
規
』
十
巻

(至
大
四
年

(
=
二
一
一
)
)
.
『
幻

住
庵
清
規
』

一
巻

(延
祐
四
年

(
=
二
一
七
)
)
・
『叢
林
両
序
須
知
』

一
巻

(崇
禎
十
二
年

(
一
六
三
九
)
)
等
と

『
勅
修
百
丈
清
規
』
を

注
釈
す
る
関
係
の
清
規
が
知
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
活
字
化
さ
れ
た
日
本

の
清
規
の
う
ち
曹
洞
宗
に
関
し
て
は
、
そ
の
基
本
的
清
規
で
あ
る
、
『永
平
清
規
』
.
『榮
山
清
規
』
を
は
じ

め
、

『曹
洞
宗
全
書
』
「清
規
」
、
『続
曹
洞
宗
全
書
』
「清
規

・
講
式
」
の
各
巻
を
刊
行
し
、
江
戸
時
代

の
刊
本
の
み
な

ら
ず
、
地
方
寺
院
の

清
規

・
日
鑑
等
も
活
字
化
し
て
、
広
く
世
に
知
ら
し
め
て
い
る
。

し
か
し
、
各
地

の
寺
院
に
は
、
そ
の
存
在
を
世
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
、
ま
た
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
含

め
数
多
く
の
規
矩

.

　　
　

指
南

書

・
掟
等
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
端
的
な
例
が
、
曹
洞
宗
文
化
財
調
査
委
員
会

の
報
告

に
現
れ
て
い
よ
う
。

臨

済
系
の
清
規
で
い
う
な
ら
ば
、
現
在
体
系
的
に
は
収
集
分
析
さ
れ
て
い
な

い
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。
通
常
目
に
触
れ
る
史
料
と
い
え

ば
、
『
大
正
蔵
経
』
所
集

の
清
規
に
限
定
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。

現
在
、
広
く
臨
済
系
で
使
用
さ
れ
て
い
る
清
規
と
し
て
、
『
江
湖
法
式
梵
唄
抄
』
三
巻

(禅
文
化
研
究
所
編
)
が
あ

る
。
こ
の
底
本
と
し

て
は
、
『
大
正
蔵
教
』
所
収

の

『
諸
回
向
清
規
式
』
五
巻

(↓
○O
H.①
謹
)
・
『
小
叢
林
略
清
規
』
三
巻

(日
。。
一6
。。○。)
等
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ



清規研究の問題点102

れ
ら

の
代
表
的
清
規
以
外
に
広
く
各
派

・
各
寺
院
で
使
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
史
料
は
殆
ど
世
に
知
ら
れ
て
い
な

い
。
僅
か
に
無
著
道

忠

(
一
六
五
三
～

一
七
四
四
)
関
係
の
清
規
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
筆
者
は
、
そ
の
他
の
史
料
を
現
在
収
集
中
で
あ
り
、
ま

た

一
部
を
翻
刻
紹
介
し
て
い
る
。

特

に
今
回
紹
介
す
る
南
禅
寺
関
係
の
清
規
の
内
、
『叢
林
拾
遺
』
(東
漸
略
清
規
)
三
巻

一
冊

・
『
南
禅
清
規
』
二
巻
二
冊
は
、
共
に
道
忠

が
書
写
し
た
物

(さ
せ
た
物
)
と
考
え
ら
れ
る
書
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
こ
で
改
め
て
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
『
禅
林
象
器
箋
』
を
始
め
と
す

る
多
く
の
註
釈
書
を
著
し
た
が
、
そ
の
時
に
閲
覧
し
、
そ
の
著

の
中
に
引
用
さ
れ
た
多
く

の
清
規
史
料
は
、
未
だ
充
分
研
究
さ
れ
て
い
な

い
。
京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
に
は
、
道
忠

の
関
係
し
た
で
あ
ろ
う
清
規
と
し
て
、
こ
の
他
に

『
東
福
寺
清
規
』
一
巻

一
冊

・
『
叢
規
口
實
』

　　
　

一
巻

一
冊
が
存
し
て
い
る
。
彼
が
手
に
し
た
清
規
史
料
の
名
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
実
際

の
史
料
を
無
視
し
て
、

そ
の
業
績
を
論
じ
る
こ
と
は
様
々
な
点
で
問
題
が
残
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
史
料
収
集
と
い
う
基
礎
作
業
は
、
筆
者
が
改
め
て
述
べ
る
べ
き
こ
と
で
も
な
く
、
研
究
を
行
う
上

で
当
た
り
前
の
こ
と
で

は
あ

る
が
、
実
際
清
規
史
料
に
関
し
て
は
そ
の
収
集

の
段
階
か
ら
全
く
の
手
つ
か
ず
で
あ
る
と
い
っ
て
も
良
い
状
態
な

の
で
あ
る
。

そ

し
て
次
に
、
収
集
し
た
多
く
の
史
料
の
中
か
ら
、
儀
礼
の
増
補

・
削
除

の
過
程
を
分
析
す
る
作
業
が
必
要
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
多
く

の
史
料
を
時
代
別
、
及
び
系
統
別
に
分
類
し
、
記
述
内
容
を
読
み
込
ん
だ
上
で
体
系
的
に
捉
え
直
す
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。
筆
者
は
、
史

料
の
収
集
と
と
も
に
そ

の
端
緒
に
着

い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

次

に
、
そ
の
儀
礼
の
改
変

の
過
程

の
洗
い
直
し
の
中
に
何
が
見
え
て
く
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
ろ
う
。
儀
礼

の
増
補
と
言
え
ば
単
純

に
時
代
や
地
域
の
要
請
と
片
付
け
る
が
、
そ
の
よ
う
な
定
型
化
さ
れ
た
解
釈
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
の
要
請
と
は

一
体
何
で
あ

っ
た
の
か

そ
の
時
代
背
景
や
地
域
差
、
寺
院
や
派

の
置
か
れ
た
状
況
を
多
角
的
に
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
側
面
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
儀
礼
を
受
容
す
る
思
想
的
な
北且
凧
や
そ
の
位
置
づ
け
も
、
結
果
的
に
探
り
出
せ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
儀
礼
の
変
化

の
中
に
は
、
既
存

の
教
団

の
儀
礼
を
受
容
し
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な

い
。
従
来
、
禅
宗
独
自

で
あ
る
か
の
よ
う
に
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に
考
え
ら
れ
て
い
た
儀
礼

・
偶
文

・
配
役

・
進
退
も
、
様

々
な
形
で
先
行
す
る
史
料
に
類
似

の
記
事
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
の

、
場
合

お
い
て
は
、
中
国
伝
来
の
最
新

の
禅
宗
儀
礼
の
み
な
ら
ず
、
旧
仏
教
と
い
わ
れ
る
宗
派

の
…儀
礼
も
取
り
入
れ

て
い
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
。
特
に
密
教

・
神
道

・
陰
陽
道
等
の
儀
礼

・
思
想
が
重
層
的
に
混
入
し
て
い
る
。
当
時

の
宗
派
間
の
交
流
の
問

題
の
み
な
ら
ず
、
そ

の
よ
う
な
儀
礼
を
積
極
的
に
受
容
し
た
背
景
も
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

次

に
清
規

・
規
矩
全
体
を
曹
洞

・
臨
済
相
互
の
関
係
か
ら
見
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
中
世
以
降
の
禅
宗
の
流
れ

を
臨
済

・
曹
洞
と

い

う
枠

で
の
み
捉
え
る
事
に
は
問
題
が
有
る
こ
と
は
、
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な

い
。
清
規

・
儀
礼
に
関
し
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
部

分
と
相
互
に
深
く
関
わ
り
合

っ
て
い
る
部
分
と
が
確
認
で
き
る
。
実
際
に
そ

の
よ
う
な
お
互
い
の
比
較
が
、
当
時

の
両
派
の
交
流
、
ま
た

影
響

の
仕
方

・
方
向
性
を
見
極
め
る
上
で
の
重
要
な
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

清
規

の
特
性
も
、
林
下
と
五
山
と
で
は
自
ず
と
異
な
る
面
も
考
え
ら
れ
る
が
、
臨
済
系
の
清
規
と
曹
洞
系
の
そ
れ

と
で
は
出
発
の
時
点

で
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
『螢
山
清
規
』
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
成
立

の
早
い
時
点

で
相
互
補
完
的
、
あ
る

意
味
曹
洞
宗
の

一
方
的
な
受
用
と

い
う
面
も
見
ら
れ
る
。
時
代
が
下
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
別
系
統

の
展
開
を
示
す
面
も
あ
る
が
、
曹
洞
宗
寺

院
に
お
い
て
京
都
五
山
系
の
清
規

の
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
例
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
儀
礼
の
相
互
の
参
照

・
交

流
、
実
際

の
受
容
も

盛
ん

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
現
代
叢
林

の
修
行
の
在
り
方
、
儀
礼
の
形
態
、
各
地
方
寺
院
の
儀
礼
等
を
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ

は
、
筆
者
が
清
規
の
問
題
に
興
味
を
持

っ
た
き

っ
か
け
で
も
あ
る
が
、
現
今

の
多
く
の
儀
礼

(施
餓
鬼
会
や
大
般
若

・
葬
祭

・
法
事

儀
礼
等

々
)
が
如
何
な
る
起
源
に
よ
り
起
こ
り
、
ど
の
よ
う
な
展
開

・
改
変
を
示
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
思
想
的
な

背
景
は
那
辺
に
あ
る

の
か
、
等

々
を
明
ら
か
に
す
る
こ
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
今
後
の
儀
礼

・
布
教

の
在
り
方
を
導
き
出
す
方
向
性

が
見
出
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上

の
よ
う
な
問
題
意
識
と
作
業
方
法
に
よ
り
、
禅
宗
史
上
に
お
け
る
清
規

の
位
置
づ
け
、
清
規
の
展
開
の
問
題
点
を
研
究
し
て
行
き
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た
い
と
考
え
て
い
る
。

本
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
端
緒
と
し
て
南
禅
寺
系

の
清
規
の
紹
介
を
お
こ
な
い
、
合
わ
せ
て
今
後
の
問
題
点
を
指

摘
す
る
こ
と
と
す
る
。

四

南
禅
寺
系
清
規
六
種
に
つ
い
て
の
紹
介

次

に
、
南
禅
寺
系

の
清
規
に
つ
い
て
成
立

の
時
期

・
構
成

・
相
互
の
関
係
を
指
摘
し
、
そ
の
特
徴
を
述
べ
な
が
ら
清
規
変
遷

の
過
程
、

儀
礼
変
化
の
実
態
に
つ
い
て
論
及
し
て
み
た

い
。
最
初
に
、
今
回
取
り
上
げ
る
清
規
を

=
覧
し
て
み
よ
う
。

〈南
禅
寺
関
係
清
規
〉

①②③

cbacbaba

大
鑑
清
規

大
鑑
広
清
規

大
鑑
禅
師
小
清
規

大
鑑
小
清
規

大
鑑
禅
師
小
清
規

叢
林
拾
遺

叢
林
拾
遺
略
清
規

叢
林
拾
遺
略
清
規

④

南
禅
清
規

⑤

南
禅
諸
回
向

⑥

葦
巷
日
用

南
禅
寺
関
係
の
清
規
に
は
、

(
*
1
筆
者
未
見
)

巻 巻

冊 冊 冊

 

一
冊

写

清
拙
正
澄

(旨
謡
山
ω
ω㊤
)

南
禅
寺
聴
松
院
蔵

(東
大
史
料
編
纂
所
謄
写
本
)

写

今
津
洪
嶽
氏
蔵
本

(大
石
守
雄
氏
紹
介
)
〔現
、
花
園
大
学
蔵

・
N
一
華
よ
爵
〕

写

寛
永

二
年

(一①
bOα
)

今
津
洪
嶽
氏
蔵
本

〔現
、
花
園
大
学

蔵

・
N
一
贈
-①
①
色

無
著
道
忠
手
沢
本

・
妙
心
寺
東
海
蕎

*

刊
本

元
禄
十
年

(H①
㊤
○。)

(↓
○。H
6
HΦ
9
)

(東
漸
略
清
規
)
三
巻

一
冊

・
東
漸
建
易

(Hω
遺
山
お
ω
)

京
都
大
学

・
ぽ
自
-
》
7
ρ
-Q。
O

(東
漸
清
規
、
建
易
清
規
)

一
冊

東
漸
建
易

無
著
道
忠
写

・
妙
心
寺
東
海
巷
本

三
巻

二
冊

建
仁
寺
両
足
院
蔵

(大
石
守
雄
氏
紹
介
)

*

二
巻

二
冊

・
大
永
三
年

(一α
b。ω
)
頃

京
都
大
学

・
庁
住
-
O
げ
-
O
山
①

(旧
正
因
庵
蔵
)

一
巻

一
冊

・
文
明
十

一
年

(一ミ
㊤
)
～

龍
谷
大
学

・
NO
刈
①-
H㎝
山

一
巻

一
冊

内
閣
文
庫

・
和
H◎。届
刈

筆
者
が
現
時
点
で
確
認
で
き
た
も
の
だ
け
で
も
六
系
統
、

一

*

一
本
の
清
規
が
存
し
て
い
る
。
因
み
に
こ
れ



　ゑ

ら
は
既
に
拙
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
史
料
で
あ
る
。

的
記
事
の
順
番
に
論
じ
て
み
た
い
。

以
上
の
清
規
に
関
し
て
、
成
立
の
時
期

・
構
成
の
相
違
さ
ら
に
相
互
の
関
係
、
特
徴
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(
一
)
成
立
の
時
期

ま
ず
最
初
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
清
規

の
成
立
時
期

の
確
認
を
行

っ
て
み
よ
う
。

①

『大
鑑
清
規
』
は
清
拙
正
澄
寂
後

(
=
三
二
九
)
に
編
集
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
清
規
の
成
立
と
内
容
に
関
し
て
は
、
大
石
守

ぞ
　

　こ

雄
氏

の
論
文
と
拙
稿
に
詳
し
い
の
で
そ
ち
ら
に
譲
る
が
、
本
清
規
は
本
編
中
に
記
さ
れ
る
年
号
等
か
ら
推
測
し
て
、
清
拙
の
定
め
た
も

の

を
後
世
編
集
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
時
期
に
関
し
て
は
、
末
尾
に

「無
隠
和
尚
墨
蹟
」

(貞
和
五
年
歳

(
=
二
四
九
)
正
月
十
七
日
)

が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
清
拙
寂
後
の
あ
ま
り
遠
く
な
い
時
点
で
の
編
集

で
あ
ろ
う
事
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
聴
松
院
蔵
の
原
写
本
の
書
写
の
時
期
は
現
時
点
で
は
明
ら
か
で
な

い
が
、
「虫
損
」
等
を
指
摘
す
る
記
述
が
存
す
る
こ
と
か
ら
、

成
立
時
点
よ
り
も
時
代
が
下

っ
て
か
ら

の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
写
誤
等
が
散
見
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
後
世

の
増

補
に
関
し
て
は
特
定
で
き
ず
、
そ
の
可
能
性
は
低

い
と
思
わ
れ
る
。

②

『大
鑑
小
清
規
』

の
成
立
年
代
は
不
詳
で
あ
る
が
、
元
禄
十
年
の
刊
本

の
末
尾
に
よ
る
と
、
底
本
は
清
拙
下
四
世
の
月
甫
蔵
主

(月

.甫
清

光
)
が
書
写
し
た
も

の
を
明
応
甲
寅

(
一
四
九
四
)
に
禅
居
庵

の
清
仲
が
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

月
甫
清
光
が
書
写
し

た
極

め
て
早
い
時
点
で
す
で
に
、
他
の
清
規
か
ら

の
引
用
中
心

の
前
半
部
文
を
削
り
、
後
半
の
日
本

の
叢
林
に
適
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
箇

所
だ
け
を
書
写
し
た
系
統
が
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　　
　

　　
　

③

『
叢
林
拾
遺
』
は
、
東
漸
建
易
の
南
禅
寺
住
持
時
代
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
、
大
石
氏

の
論
文
と
拙
稿
に
お
い
て
考
察
を

行

っ
て
い
る
が
、
本
清
規
は
建
易
が
南
禅
寺
に
お
い
て
規
矩
の
整
備
を
意
図
し
て
必
要
な
項
目
を
整
備
し
た
も
の
で
、
成
立
は
建
易
の
南

禅
寺

住
持
時
代
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
彼
の
住
持
時
代
は
半
年
余

で
、
そ
の
短
期
間
に
成
立
し
た
と

は
考
え
に
く
い
。
し
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か
し
、
彼
は
南
禅
寺
退
董
後
、
常
在
光
寺
に
入
る
が
、
寂
後
は
山
内

の
回
輝
苓
に
塔
し
た
事
か
ら
考
え
て
も
南
禅
寺

で
の
影
響
力
及
び
そ

の
関
係
は
大
変
深
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
先

の
拙
稿
で
も
指
摘

し
た
よ
う
に
、
建
易
は
長
年
に
わ
た
り
規
矩

に
対
し
て
の
関
心
を

強
く
も

っ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
成
文
化
し
て
い
た
も
の
を
最
後

の
住
職
地
に
お
い
て
、
加
筆
し
て
後
世
の
た
め
に
書

き
留
め
た
と
考
え
ら

れ
る
。

現
存
す
る
写
本
の
書
写
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
践
文
よ
り
元
禄
十
六
年

(
一
七
〇
三
)
三
月
晦
日
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
道
忠
が
何
処
で
書
写
し
た

の
か
、
ま
た
は
書
写
さ
せ
た

の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
践
文
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
幾

つ
か

の

出
入
が
確
認
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
後
人
の
改
編
が
確
認
で
き
る
点
な
ど
書
写
の
時
点
で
多
く

の
問
題
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

④

『南
禅
清
規
』
は
大
永
三
年

(
一
五
二
三
)
頃

の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
中
の
諸
行
事
に
は
以
下
の
記
述
が
確
認
で
き
る
。

「至
大
永
三
年
癸
未
歳
、
凡
八
百
年
欺
」

〔正
月
十
七
日

・
百
丈
忌
〕

(乾

・
二

一
丁
ウ
)

「至
當
年
大
永
三
年
癸
未
歳
、
而
滅
後
二
千
四
百
七
十
三
年
也
」

〔二
月
十
五
日

・
仏
浬
葉
忌
〕

(乾

・
三
五
丁
ウ
)

こ

の
よ
う
な
大
永
三
年

の
記
述
が
、
乾
坤

二
巻
合
わ
せ
て
六
箇
所
に
確
認
で
き
る
。
そ
れ
以
前
の
年
号
を
列
記
す

る
と
、
応
永
十
五
年

(
一
四
〇
八
)
・
文
明
十
九
年

(
一
四
八
七
)
・
文
亀
二
年

(
一
五
〇
二
)
永
正
十
五
年

(
一
五

一
八
)
等
々
が
確
認

で
き
る
が
、
大
永
年

間
以
降

の
年
号
は
確
認
で
き
な

い
。
で
は
、
書
写
は
何
時
か
と
い
う
と
奥
書
に
よ
り
宝
永
己
丑

(
一
七
〇
九
)
七
月
、
道
忠

に
よ
る
も
の

で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑤

『南
禅
諸
回
向
』
は
文
明
十

一
年

(
一
四
七
九
)
成
立
の

「月
中
須
知
」
に
、
永
禄

二
年

(
一
五
五
九
)
頃
と
寛
永
年
間

(
一
六
二

四
～

一
六
四
三
)
の
二
段
階

の
増
補
が
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
最
終
的
に
は
元
禄
四
年

(
一
六
九

一
)

の
修
理

の
記
録
が
あ
る
。
本
清

規
は
、
基
本
と
も
い
う
べ
き
文
明
十

一
年

の

「月
分
須
知
」
に
重
層
的
に
増
補
し
た
も
の
で
、
元
来
は
月
毎

の
行
事

の

一
覧
表
に
過
ぎ
な

い
も

の
で
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
形
式
は
、
鎌
倉
建
長
寺
の

『建
長
寺
年
中
調
経
並
前
住
記
』

一
冊

(文
明
二
年

・
東
大
史
料
編
纂
所

G。O
届
凸
①

(影
写
)
)
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
時
代
に
共
通
し
た
書
式
が
存
在
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
要
な
部
分
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は
、

タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
後
半
の
行
事

・
法
要
の
回
向
集
で
あ
る
。

こ
の
回
向
集
の
二
月
の

「晩
念
諦
」
の
項
目
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

○
晩
念
諦

〈如
来
大
師
入
滅
至
今
日
日
本
國
永
禄
二
己
未
年
巳
得

二
千
五
百
八
載
〉
(
一
六
丁
ウ
)

さ
ら

に
、

一
月
七
日
の
項
に
は

「永
禄
八
己
丑
」

(
一
二
丁
ウ
)
の
年
号
も
確
認
で
き
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
回
向
集

の
部
分
は
、
永
禄
二
年

以
降

の
増
補
で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
行
事
を
踏
襲
し

つ
つ
、
各
種
行
事

の
増
補
に
対
応
し
て
回
向
を
整
備
す

る
必
要
に
迫
ら
れ
た

か
ら

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
寛
永
年
間
の
増
補
部
分
は
後
半

の
八
丁
で
、
分
量
的
に
は
僅
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
元
禄

四
年
の
修
復
の
記
録

が
存
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
も
南
禅
寺

の
行
事
に
継
続
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

⑥

『葦
苓
日
用
』
は
成
立
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
南
禅
清
規
』
と
重
複
す
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
点
、

「略
規

」
の
記
述
が
確
認
で

き
る
こ
と
か
ら
、
『南
禅
清
規
』
成
立
前
後
の
時
期
と
推
測
さ
れ
る
。

そ

の
冒
頭
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

〔

〕
井
薔
規
當
代
用
礼
樂

〔

〕
桃
洞
移
寮
以
来
、
礼
法
様
所
見
所
聞
梅
荘
惟
敬
西
堂

求
所
問
、
日
々
記
焉
。
復
引
旧
規
之
本
拠
書
耳
。

繹
周
建
記
、
於
葦
庵
撰
焉
。
-

二
行
分
が
破
損
し
て
お
り
、
正
確
に
は
判
断
で
き
な

い
が
、
梅
荘
惟
敬
西
堂
が
規
矩
の
整
備
の
為
に
様
々
な
史
料

に
当
た
り
編
集
し
た

も

の
を
、
周
建
が
葦
苓
に
お

い
て
書
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
梅
荘
惟
敬
、
周
建
お
よ
び
葦
巷
に
関
し
て
は
、
南
禅
寺
に
問
い
合
わ

せ
て
も
詳
し
い
伝
等
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
『南
禅
清
規
』
・
『
葦
苓
日
用
』
に
は

「惟
敬
云
」
の
書
式
で
何
度
も
引
か
れ
る
こ
と
か
ら
、

惟
敬

の
南
禅
寺

の
規
矩

へ
の
影
響
は
大
き
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

因
み
に
書
写
の
時
期
や
増
補

の
記
述
も
確
認
で
き
な

い
の
で
、
何
度
も
書
写
を
繰
り
返
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

但
し
、
二
三
丁
目
に

張
り
紙
が
あ
る
こ
と
か
ら
必
要
に
応
じ
た
加
筆
は
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
月
毎
に
行
事
及
び
回
向
等
を

列
記
し
た
も
の
で
あ
る
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が
、
そ
の
日
時
や
行
事
の
区
切
り
が
不
明
確
で
、
あ
る
程
度
体
裁
を
考
慮
し
て
、
製
作
さ
れ
た
も

の
で
は
な

い
。

つ
ま
り
、

を
補

完
す
る
た
め
に
日
用

の
記
録
を
書
き
と
ど
め
た
、
手
引
き
帳

・
覚
書
の
性
格

の
強
い
清
規
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『南
禅
清
規
』

(
二
)
構
成

の
相
違

次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
に
つ
い
て
論
じ
て
み
よ
う
。

①

『大
鑑
清
規
』
は
、
重
要
な
諸
行
事

の
項
目
事
に
説
明
を
記
す
前
半
部
分
と
、
目
本
に
お
け
る
住
職
地
で
の

「掟
」
及
び
僧
堂
等
で

の
細

か
な
進
退
を
記
し
た
後
半
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
特
に
前
半
部
分
は

『備
用
清
規
』
の
影
響
が
顕
著
で
あ
り
、
内
容
も
項
目
を

一
覧

す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に

「新
命
受
請

・
新
住
持
入
院

・
開
堂
祝
聖
」
に
始
ま
り
、

「三
仏
忌

・
二
祖
忌

・
諸
祖
忌
」
さ
ら
に

「堂
中
三
日

茶
禮

・
両
班
井
侍
者
進
退

・
方
丈
特
為
首
座
茶
」
等
々
の
主
要
な
行
事
に
対
す
る
進
退

・
諸
注
意
を
列
記
し
て
い
る
。
因
み
に
そ
の
内
容

　こ

に
関
し
て
は
、
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
。

ま

た
、
「叢
林
細
事
」
以
降
は
、
清
拙
が
来
朝
以
降
に
日
本

の
各
寺
院
で
定
め
た
、
「乗
佛
提
綱
叙
謝
之
法

・
維
那
須
知

・
両
班
出
班
拮

香

.
僧
堂
須
知

・
入
祖
堂
式

・
蔵
主
寮
膀

・
栴
檀
林
須
知
」
等
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
日
本

の
叢
林
に
適
応
し
た
も
の
で
、
そ
れ
以
前

の
掟

を
否
定
し
た
り
、
肯
定
し
た
り
し
な
が
ら
清
拙
が
独
自
に
制
定
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
『
大
鑑
清
規
』
全
体
は
、
中
国
伝
来

の
清
規
の
踏
襲
部
分
と
日
本
対
応
部
分
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
何

れ
に
せ
よ
項
目
の
選
び

方
、
引
用
の
仕
方
、

コ
メ
ン
ト
等
に
清
拙

の
清
規
観
が
強
く
反
映
さ
れ
た
構
成
と
内
容
に
な

っ
て
い
る
。

②

『大
鑑
小
清
規
』
は
、
『
大
鑑
清
規
』
の

「叢
林
細
事
」
以
降

の
一
二
二
丁
分
、
分
量
的
に
も
三
分
の

一
に
し
か
過
ぎ
な

い
。
特
に
オ
リ

ジ
ナ

ル
の
部
分
の
み
を
選
ん
で
開
版
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
そ
の
原
型
は
書
写
さ
れ
た
明
応
三
年

の
時
点
で
、
す
で
に
日
本
叢
林
に

適
合

し
た

「掟
」
「膀
」
を
選
び
出
し
た
写
本
が
作
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に

「叢
林
細
事
」
・
「栴
檀
林
須
知
」
・
「末
後
事
儀
」
・

「無
隠
和
尚
墨
蹟
」

の
項
目
の
削
除
、
「維
那
須
知
」
・
「入
祖
堂
」

の

一
部
削
除
、

「浄
智
寺
首
座
寮
膀
」
・
「圓
畳
前
堂
首
座
寮
銘
」

の
後
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半
部

の
削
除
、
ま
た

「圓
畳
前
堂
首
座
寮
銘
」
は

「乗
携
提
網
法
ビ
と
項
目
名
を
改
め
る
等
、
『大
鑑
清
規
』
に
対
す

る
大
幅
な
改
編
が
確

　
て

　

認
で
き
る
.」と
は
、
先
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
.

=

こ
れ
は
、
『大
鑑
清
規
』
後
半
部
分
に
清
拙
の
独
自
性
を
見
出
七

つ
つ
も
、
広
く
そ
の
流
布
を
意
図
し
叢
林

の

一
般
的
な
清
規
に
手
直
し

た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
底
本

の
奥
書
に
よ
る
と
禅
居
庵

の
清
仲
が
書
写
し
た
も

の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
南

禅
寺
や
浄
智
寺

・
円
覚
寺
と
い
う
特
定

の
寺
院
の
為
で
な

い
規
矩
を
定
め
よ
う
と
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

鑑鐸
譲
蝶
鵬
馨
雛
慕
嬰
聾
峯
縫
藤
蝉
縫
旙
魏
縫
驚
賢
騨
撒

を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
が
、
参
考
ま
で
に
項
目
名
を
上
げ
る
τ
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

「東
漸
和
尚
略
清
規
之

一
」

三
佛
儀
式

・
二
祖
遠
忌

・
霊
祠
祭
粛

・
土
地
火
徳

・
四
節
別
式

・
庫
司
特
爲
大
衆
茶

・
前
堂
特
爲
後
堂
大
衆
茶

・
後
堂
大
衆
茶

・
書
記

大
衆
茶

・
結
制

・
啓
建
榜
嚴
會

・
戒
臓
牌

・
解
制

・
満
散
榜
嚴
會

・
施
餓
鬼

・
冬
至

・
四
節
通
禮

・
土
地
堂
念
請

・
庫
司
特
爲
首
座
大
衆

湯

・
開
山
調
経

・
小
参

・
五
更
禮
儀

「略
清
規
之
二
」

祝
聖
調
経

・
赴
寝
堂
茶

・
上
堂
〔付
巡
堂
〕
・
方
丈
特
爲
首
座
大
衆
茶

・
乗
彿
禮
儀

・
列
職
交
替

・
侍
者
進
退

・
雑
務
進
退

・
大
小
掛
搭

・

衆
僧
掛
搭

「略
清
規
之
三
」

月
中
須
知

・
請
寮
主

・
朔
望
上
堂

・
五
参
上
堂

二
二
八
念
諦

・
臨
時
行
事

・
普
説

・
祈
祷

・
住
持
出
入

・
坐
輝

・
坐
参

・
放
参

・
入
院

儀
式

・
東
堂
西
堂
式

・
送
亡
式

・
前
住
遷
化
式

「附
」
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佛
降
誕

.
佛
成
道

.
佛
浬
葉

・
結
制
禮
儀

・
坐
禅
儀

・
入
院
開
堂
私
記

・
附
大
鑑
輝
師
小
清
規

一
読
し
て
判
る
よ
う
に
、
叢
林

の
年
間
を
通
し
て
の
主
要
な
儀
礼
を
殆
ど
網
羅
し
て
い
る
。
こ
こ
で

一
つ
注
意
す

べ
き
点
は
、
本
清
規

は
建

易
自
身
の
叢
林
で
の
経
験
を
踏
ま
え
、
先
行
す
る
清
規

の
引
用
に
留
ま
ら
ず
、
当
時
の
叢
林

の
清
規

・
規
矩

の
批
判
、
日
本
様
に
対

す
る
意
見
等
も
記
さ
れ
て
お
り
、
単
な
る
清
規
と
し
て
見
る
だ
け
で
な
く
、
当
時

の
叢
林
の
在
り
方
を
検
証
す
る
書
と
し
て
も
見
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
。

以
上

の
三
つ
の
清
規
は
、
行
事
毎

の
記
述
と

い
う
形
式
、

い
わ
ば
先
行
す
る

『禅
苑
清
規
』
・
『
入
衆
日
用
』
・
『
入
衆
須
知
』
・
『校
定
清

規
』
.
『備
用
清
規
』
、
さ
ら
に
は
『勅
修
清
規
』
等
の
諸
清
規
の
形
式
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
行
事
の
内
容
を
日
本
風
に
補
完
す
る
も

の
で
あ

っ

た
と

い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
④

『南
禅
清
規
』
で
は
、
正
月
か
ら
行
事
を
月
毎
に
並
べ
、
必
要
に
応
じ
て
進
退
の
細
則

・
書
式
等
を
記
す
形
式
を
取

っ

て
い
る
。
回
向
文
等
は
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
よ
り
行
事
に
即
応
し
た
体
裁
を
取

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な

「年
分
行
事
」

を
中
心
に
し
た
清
規
は
、
文
保
二
年

(
=
二
一
八
)
頃
に
成
立
し
、
永
正
二
年

(
一
五
〇
八
)
に
書
写
さ
れ
た

『慧

日
山
東
福
禅
寺
行
令

　　
　

規
法
』
(国
立
公
文
書
館
所
蔵
)
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
他

の
臨
済
系

の
主
要
な
清
規
に
は
確
認
さ
れ

て
い
な
い
。　　

　

因
み
に
、
曹
洞
宗
で
は

『螢
山
清
規
』
「年
分
行
事
」
を
は
じ
め
、
江
戸
期

の
代
表
的
清
規
で
あ
る

『
椙
樹
林
清
規
』
等
が
こ
の
形
式
を

取

っ
て
い
る
。

『
南
禅
清
規
』
「乾
」
は
九
八
丁
あ
り
、
「正
月
元
旦
」
か
ら

「四
月
廿

一
日
」
ま
で
の
行
事
を
順
番
に
記
し
、
そ

の
時
々
に

「寝
堂
茶

湯
之
圖

.
上
堂

.
階
下
禮

・
瀦
心
坐
牌
圖

・
修
正
看
経
榜

・
土
地
堂
調
経
」
等
々
の
諸
準
備
や
書
式
、
進
退
等
を
記
し
て
い
る
。

そ
し
て

「坤
」
は
、
全
体
で
八

一
丁
で
、

「五
月
旦
望
」
か
ら

「十
二
月
晦
日
」
ま
で
の
諸
行
事
を
二
六
丁
目
ま

で
記
し
て
い
る
。

二
七
丁
以
降
は

「雑
記
」
と
し
て
、
以
下
の
諸
行
事
の
準
備

・
進
退

・
書
式
を
五
五
丁
丁
に
亘

っ
て
記
し
て
い
る
。

傳
供
之
次
第

.
座
式
奉
行
記

.
入
院

・
佛
殿

・
僧
堂

・
客
間

・
視
笈
時
都
寺
呈
寺
券

・
状
案
文

・
開
堂

・
登
座

・
下
座

・
煎
鮎

・
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茶
禮

・
引
物

・
常
時

・
下
物

・
翌
日

・
小
参

・
入
院
雑
記

・
退
院

・
上
堂
式

・
陞
座

・
請
暇

・
大
小
掛
搭

〔勤
薔
参
暇
〕
・
衆
僧
掛
搭

・

送
状
請
取

・
御
誕
生

・
義
堂
和
尚
住
南
禅

旦
討
榜

・
前
住
遷
化

・
答
拝

・
前
住
入
祖
堂

〔請
取
〕

さ

ら
に
、
そ
れ
に
八
丁
付
加
し
て

「附
録
」
と
し
て
、

金
剛
王
寳
殿
両
牌

・
紀
綱
寮
本
回
向
双
紙
蹟

・
磨
苓
祖
師
遺
像
贅

・
延
暦
寺
申
状

・
南
禅
寺
正
眼
院
大
光
国
師
宗
論

・
績
正
宗
論

・

南
禅
寺
破
却
事

等

の
南
禅
寺

の
歴
史
に
関
す
る
記
録
を
書
き
と
ど
め
て
い
る
。

ま
た
、
道
忠
が
増
補
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
上
下
巻

・
付
録

の
校
異
、
「南
禅
規
式
校
誰
」
が
七
丁
存
す
る
。
こ
れ
は
、
先
に
記
し
た
が
、

彼
が

『
禅
林
象
器
箋
』
を
著
す
と
き
に
こ
の
書
を
見
て
い
る
事
か
ら
、
そ
の
時
期
に
行

っ
た
作
業

で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

⑤

『
南
禅
諸
回
向
』
は
、
標
題
が
示
す
と
お
り
、
南
禅
寺
に
お
け
る
諸
行
事

の
回
向
集
で
、
正
月
か
ら
十
二
月
ま

で
の
行
事
に
沿

っ
て

の
疏

・
回
向
と
後
半
は
臨
時
行
事
の
回
向
を
載
せ
て
い
る
。
特
に
準
備

・
進
退
は
詳
し
く
記
さ
な
い
が
、
よ
り
行
事

に
則
し
た
、
日
常
の

回
向
集
と
し
て
多
年
に
わ
た

っ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
が
推
測
さ
れ
る
。
分
量
は
全
部

で
六
八
丁
で
あ
る
が
、

一
か
ら
五
丁
ま

で
は
、
文
明
十

一
年
制
定
の

「南
禅
寺
月
中
須
知
」
と
月
毎

の
行
事
の
項
目
を
列
記
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
は
回
向
文
は
記
さ
れ
な
い
。

六
丁
か
ら
二
八
丁
ま
で
が
、
正
月
か
ら
除
夜
ま
で
の
行
事
の
月
日
と
項
目
名
を
挙
げ
な
が
ら
、
諸
行
事

の
疏

・
回
向
文
を
詳
し
く
載
せ

て
い
る
。
そ
の
後
に
特
殊
行
事

の
疏

・
回
向
と
若
干
の
行
事
内
容
を
載
せ
て
い
る

本
清
規
は
、
そ
の
成
立
の
時
期
を
巡
る
問
題
点
の
所
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
自
身
が
重
層
的
な
成
立
過
程
を
経

て
い
る
。
そ
の

た
め

、
本
清
規
を
確
認
す
る
だ
け
で
も
、
あ
る
程
度
南
禅
寺

の
行
事

の
変
遷
を
読
み
と
る
こ
と
も
可
能
な

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
日
毎

・

月
毎

の
行
事
名
の
み
の
記
述
か
ら
、
行
事
自
体
も
多
岐
に
渡
り
回
向
の
整
理
が
行
わ
れ
た
永
禄
年
間
の
部
分
、
さ
ら
に

は
江
戸
初
期

の
「東

照
宮

回
向
」
等
の
行
事
の
増
加

へ
と
変
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
お
お
よ
そ
永
禄
年
間
に
は
、
南
禅
寺
の
行
事
は
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
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項
目
は
、

「南
禅
寺
月
中
須
知
」
で
は
、

五
山
之
上
瑞
龍
山
太
平
興
国
南
禅
々
寺
月
中
須
知

一
日
、
祝
聖

・
寝
堂
茶

・
天
授

・
蹄
雲
調
経

・
上
堂

放
参

二
日
、
土
地

・
蹄
雲
調
経

・
同
半
齋

・
堂
前

捻
見
院
殿

年
忌
六
月

同
前

三
日
、
祖
師

・
半
齋

・
曇
華
堂

僧
正

堂
前

月
泉
修
公
都
聞

大
悲
叩几

同
前

四
日
、
火
徳

・
日
中

萬
松
院
殿

五
月

同
前

五
日
、
章
駄
天

・
半
齋

・
曇
華
堂

慈
照
院
殿
引
上
七
日

年
忌
正
月

同
前

六
日
、
普
庵

・
半
齋

・
曇
華
堂

鹿
苑
院
殿

年
忌
五
月

同
前

七
日
、
早
農

・
半
齋

・
曇
華
堂

宝
筐
院
殿

年
忌
十
二
月

同
前

八
日
、
早
農

・
半
齋

・
曇
華
堂

慧
林
院
殿
引
上
九
日

晩
念
諦

同
前

と
、

以
上
の
よ
う
な
形
式
で
、
毎
日
の
行
事
名
の
み
列
記
し
て
い
る
。

「南
禅
寺
常
住
諸
回
向
井
疏
」
の
部
に
入
る
と
、

歳
旦
祝
聖

・
四
節
旦
望
開
山
調
経
小
回
向

・
修
正
斎
前
看
経

・
放
参

・
歎
佛
偶

二
日
、

三
日
、
祖
師

・
最
勝
院
僧
正
月
忌

四
日
、
火
徳

五
日
、
章
駄
天

・
修
正
満
…散
疏

六
日
、
普
巷

・
鹿
苑
院
半
斎

・
同
年
忌
回
向

八
日
、
慧
林
院
殿
半
斎

(以
下
略
)

(以
下
略
)

土
地

・
毎
月
爾
開
山
月
忌
献
粥
小
調
経

・
同
半
齋

・
同
爾
開
山
忌
宿
忌

・
至
日
献
粥
小
調
経
回
向

・
次
半
齋
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と
、

い
う
よ
う
に
各
行
事
毎
に
疏

・
回
向
文
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
が
十
二
月
除
夜
ま
で
あ
り
、
続
い
て
特
殊
行
事

の
疏

.
回
向
が
記
さ

れ
る
。
そ
の
項
目
名

の
み
上
げ
る
と
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

早
農

・
日
中

・
前
住
忌

・
前
住
示
寂
之
後
調
経
回
向

・
前
住
在
世
祖
堂
入
牌

・
同
前
住
遷
化
忌
後
入
牌

・
尊
宿
遠
忌
引
上
回
向

.
入

寺
翌
日

・
嗣
法
忌

・
御
誕
生
疏

・
同
毎
月
御
誕
生
回
向

・
毘
盧
頂
上
俄
法
陳
白

・
毎
月
十
七
日
清
水
寺
御
祈
祷

俄
法
陳
白

.
清
水
寺

俄
法
漏
散
回
向

・
臨
時
祈
祷
回
向

・
御
祈
祷
逐
日
則
毎
目
用
之

・
同
滞
散
回
向

・
山
門
立
柱
調
経
疏

・
大
佛
殿
立
柱
調
経
疏

.
乗
佛

井
問
禅
祈
祷
回
向

・
孟
蘭
盆
施
食
回
向

・
施
食
回
向

・
逆
修
壽
牌
井
回
向

・
逆
修
俄
法
陳
白

・
粥
叩几
願

・
齋
叩
几
願

(中
略
)

紀
綱
寮
本
回
向
双
紙
蹟

・
結
夏
佛
母

・
解
夏
佛
母

・
尊
宿
念
諦

・
赴
寵

・
山
頭

・
全
身
入
塔

・
亡
僧
念
諦

.
赴
・籠

.
山
頭

.
出
家
井

授
戒
略
作
法

・
授
衣
次
第

・
諸
亡
者
戒
作
法

・
食
前
心
経
回
向

・
入
寺
視
象
之
時
入
葛
籠
寺
券
之
案
文

.
諸
荘
園

.
視
象
之
時
都
寺

呈
寺
券
壮
之
案
文

・
〔各
種
書
式
〕

最

後
に
寛
永
年
間
の
増
補
部
分
と
し
て
、

東
照
宮
回
向

・
正
月
十
六
日
晩
百
丈
忌
宿
忌

・
達
磨
忌

・
安
座
点
眼
回
向
〔釈
迦

・
弥
陀

・
弥
勒
地
蔵
安
座
点
眼

.
観
音
安
座
点
眼

.

阿
弥
陀
安
座
点
眼
〕
・
大
明
國
師
三
百
五
十
年
誰
之
回
向

等
が
記
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
当
時
行

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
行
事
を
ほ
ぼ
網
羅
し
た
内
容
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
清
規
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に

法
要

の
準
備

・
進
退
等
は

一
部
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
先
行
す
る

『南
禅
清
規
』
に
譲

っ
て
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る

目
的
は
、
法
要
の
疏

・
回
向
を
整
備
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
実
利
的
な
清
規
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
僧
堂
行
事
の
進
退
等
に

。
関
し

て
い
え
ば

一
切
示
さ
れ
ず
、
上
堂
等

の
行
事
の
諸
注
意
も
な

い
。
ま
た
、
内
容
を
勘
案
す
る
上
で
は
、
同
時
代

の

『諸
回
向
清
規
式
』

(永
禄
九
年

〔
一
五
六
六
〕
)
と

の
比
較
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

⑥

『葦
苓
日
用
』
も
正
月
か
ら
の
行
事

の
進
退

・
書
式
、
さ
ら
に
は
鳴
ら
し
物

の
記
述
が
列
記
さ
れ
る
。
回
向
文

は
記
さ
れ
な
い
こ
と
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か
ら
、
『南
禅
清
規
』
を
受
け
そ
れ
を
補
完
す
る
覚
え
書
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
全
体
三
四
丁
の
内
、
四
月
の
末
が

二
八

丁
目

で
あ
り
、
正
月
と
四
月

(結
夏
)
の
記
述
に
大
き
な
比
重
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
現
在
の
清
規
で
も
そ
う
で
あ

る
が
、
正
月

の

一
ヶ

月
を
も

っ
て
月
分
の
行
事
に
当
て
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
叢
林

の
主
要
な
儀
礼
は
、
正
月
と
結
夏
の
時
期
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
の

他
の
時
期

の
儀
礼
の
多
く
が
こ
の
間

の
も
の
と
重
複
す
る
か
、
類
似
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

本
清
規

の
冒
頭
と
末
尾
の
行
事
を
列
記
し
て
み
よ
う
。

歳
節
、
念
諦

・
大
座
湯

・
天
授
認
経

・
帰
雲
調
経

・
天
授
苓
調
経

・
小
参

・
當
晩
小
参

・
茶
堂
点
湯

朔
旦
、
祝
聖

・
五
日
満
散

・
結
解
啓
建

・
解
制
漏
散

・
上
堂

・
斎
前
看
経

・
臓
法

二
日
、
土
地
堂
調
経

・
帰
雲
献
粥

・
半
齋

・
放
参

三
日
、
祖
師
堂
調
経

・
曇
華
堂
調
経

・
同
前
調
経

四
日
、
火
徳
調
経

・
放
参

五
日
、
章
駄
天
調
経

・
曇
華
堂
調
経

・
滞
散
調
経

六
日
、
普
庵
調
経

.
侍
者
各
請
退

・
曇
華
堂
鹿
苑
院
殿
半
齋

・
晩
放
参

・
施
食

・
三
時
行
事

・
毎

日
行
事

七
日
、
早
展

・
曇
華
堂
宝
筐
院
殿
半
齋

・
施
食

八
日
、
早
農

・
日
中
金
剛
経

・
晩
念
諦

(中
略
)

十
二
月
、
旦
望
如
恒

八
日
、
佛
成
道

・
上
堂

十

一
日
、
開
山
忌
宿
忌

十
二
日
、
早
農

・
献
粥

・
半
齋



十
八
日
、
三
季
俄
法

(以
下
略
)

以
上

列
記
し
た
よ
う
に
、
正
月
は
毎
日
の
儀
礼

の
進
退

・
諸
注
意
が
詳
し
く
確
認
で
き
る
。
四
月
以
降
は
、
分
量
も
僅
か
に
な
る
が
、
主

要
な

行
事
に
関
し
て
は
具
体
的
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

本

清
規
は
、
書
式
も
整

っ
て
お
ら
ず
、
儀
礼
の
準
備

・
進
退
に
関
す
る
備
忘
録

の
性
格
の
強

い
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
書
写
さ
れ
た
時

点
で
諸
行
事
を
行

っ
て
い
た
、
実
際
の
修
行
僧

の
手
に
よ
る
も
の
と
も
思
わ
れ
る
記
述
内
容
で
あ
る
。
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五

各
清
規
の
引
用
の
状
況

・
相
互
の
関
係

次

に
、
こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
清
規
が
、
南
禅
寺
内

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ

っ
た
の
か
、
そ
の
引
用
の
状
況
を
確
認
す
る
こ
と

に
よ

り
先
行
す
る
清
規
及
び
相
互
の
関
係
を
論
じ
て
み
た
い
。

清
規

の
研
究
を
行
う
場
合
に
、
先
行
す
る
清
規
と
の
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
が

一
つ
の
視
点
で
あ
ろ
う
。
筆
者
が

『大
鑑
清
規
』

の
翻

刻
紹
介
を
行
た
時
に
感
じ
た
こ
と
は
、
『大
鑑
清
規
』

の
後
世

へ
の
影
響
は
如
何
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
、
と
い
う
点

で
あ
る
。
『大
鑑
清

規
』
は
、
『大
鑑
小
清
規
』
に
対
し
て
の
影
響
は
直
接
的
で
あ
る
が
、
全
体
で
見
た
時
に
は
ど
れ
程

の
後
世
の
清
規
が
参
照
し
た
の
か
、
引

　　

用
例
も
多
数
は
確
認
で
き
ず
判
然
と
し
な
い
部
分
で
あ

っ
た
が
、
今
回
、
六
系
統
も
の
清
規
を
直
線
的
に
並
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
相

互
の
関
係
や
時
代
の
変
化
も
含
め
、
様
々
な
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

『大
鑑
清
規
』
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
六
つ
の
史
料

の
中
で
は
も

っ
と
も
古

い
。
そ
の
内
容

・
形
式
は
、
先
に
記
し
た
通
り
で

あ
り
、
先
行
清
規
の
引
用
は
、
『
備
用
清
規
』
が
中
心
で
、
『校
定
清
規
』
で
補
完
す
る
よ
う
な
形
で
あ
る
。

『
大
鑑
小
清
規
』
も
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
大
鑑
清
規
』
の
後
半
三
分

の

一
の
み
を
編
集
し
た
も
の
で
、
清
拙
来
朝
後
の
記
述
に
限
定

さ
れ

る
。
こ
れ
は
、
清
拙

の
影
響
下
の
下
で
日
本
式

の
規
矩

の
整
備
を
目
指
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
現
在

写
本
は
、
寛
永
二
年

の
旧
今
津
洪
嶽
氏
蔵
本
と
無
著
道
忠
手
沢
本

(妙
心
寺
東
海
苓
)
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
『南
禅
諸
回
向
』
に
三
箇
所
引
用
が
確
認
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さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
清
拙
関
係

の
清
規
と
し
て
そ
の
影
響
が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て

『…叢
林
拾
遺
』
は
、
『勅
修
清
規
』
か
ら
の
引
用
が
中
心
と
な
り
、

一
部
を

『校
定
清
規
』
・
『備
用

清
規
』
で
補

っ
て
い

る
。
こ
れ
は
時
代
が
下
る
か
ら
で
あ
る
が
、

一
方
で
清
拙
及
び

『
大
鑑
清
規
』
の
影
響
も
確
認
で
き
る
。
本
清
規
は
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

後
の
清
規
に
引
用
さ
れ
る
頻
度
も
高
く
、
南
禅
寺
の
清
規
を
繋
ぐ
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
項
目
は

『大
鑑
清
規
』
と
重
複
す
る
も

の
が
多
く
、
建
易
が

『
大
鑑
清
規
』
も
視
野
に
い
れ
て
当
時
の
叢
林
規
矩
の
整
備
を
目
指
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

一
方

『南
禅
清
規
』
は
、
完
全
に

「年
中
行
事
」

の
形
式
で
各
行
事
を
月
毎
に
列
記
し
、
必
要
な
行
事
に
関
し

て
は
、
詳
し
い
準
備

・

進
退
及
び
諸
注
意
、
さ
ら
に
由
来
等
が
記
さ
れ
る
。
そ
れ
に
漏
れ
た
行
事
は
、
後
半
部
に
ま
と
め
て
示
し
て
お
り
、

そ
の
当
時
の
行
事
を

体
系
的
に
ま
と
め
て
い
る
。

ま
た
、
引
用
に
関
し
て
は
、
広
く
行
わ
れ
て
お
り
特
定
の
清
規
に
依
る
も
の
で
は
な
い
が
、
「大
鑑
規
」
「略
記
」

の
形
式

で

『大
鑑
清

規
』
・
『叢
林
拾
遺
』
を
数
多
く
引
い
て
い
る
。
特
に

『
叢
林
拾
遺
』
に
関
し
て
は
、
特
に
断
り
無
く
該
当
個
所
全
文
を
引
用
す
る
場
合
も

あ
り
、
そ
の
影
響
は
顕
著

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時

の
南
禅
寺
に
お
い
て
建
易

の
定
め
た
規
矩
が
、
重
要
視
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も

　ら
　

の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

『葦
巷
日
用
』
は
、
『
南
禅
清
規
』
と
構
成
も
同

一
で
項
目
も
多
く
の
点
で

一
致
し
て
お
り
、
先
に
論
じ
た
よ
う

に
前
の
清
規
を
補
完
す

る
位
置
に
あ
り
、
当
時
の
叢
林
で
実
際
に
使
用
さ
れ
た
備
忘
録
の
性
格
を
有
し
て
い
よ
う
。
全
体
の
記
述

の
分
量
は
、
『
南
禅
清
規
』
よ
り

も
少
な

い
の
で
、
行
事
名
の
み
の
箇
所
も
あ
り
、
全
体
を
網
羅
し
て
は
い
な
い
が
、
特
定

の
行
事
に
よ

っ
て
は

『南
禅
清
規
』
以
上
に
詳

し
い
準
備

・
進
退
の
記
述
も
確
認
で
き
る
。
こ
れ
も
現
場
に
則
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に

『
南
禅
諸
回
向
』
は
、
全
体

の
三
分

の
二
が
年
中
行
事

の
記
述
で
、
月
毎
の
行
事
と
そ
の
回
向
文
が
記
さ
れ
る
。
内
容
は
回
向

文
の
み
で
特
に
準
備

・
進
退
に
関
わ
る
記
述
は
少
な

い
が
、
「臨
時
祈
祷
回
向
」
(三
七
丁
オ
)
・
「施
食
疏
畢
作

三
帰

五
戒
」
(四
七
丁
オ
)

等
の
項
に
は

『
大
鑑
小
清
規
』
の

一
部
を
引
用
し
、
「両
班
出
班
拮
香
之
法
」

(四
八
丁
ウ
)
は
そ
の
全
文
を
引
用
し

て
い
る
。
ま
た
、
行



事
内
容

の
多
く
は
、
『南
禅
清
規
』
と
合
致
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は

『
南
禅
清
規
』
を
補
完
す
る
、
法
要
の
進
退

.
準
備
と
は
別
の
、

回
向

に
重
点
を
お

い
た
清
規
と
考
え
ら
れ
る
。
結
果
的
に
、
当
時

の
南
禅
寺

の
年
問
の
諸
行
事
を
確
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

後
半

の
三
分
の

一
は
、
特
殊
行
事

の
回
向
と
各
種
書
式
が
存
す
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は

『
南
禅
清
規
』
と
対
応
す
る
も

の
も
あ
る
が
、

こ
の
回
向
集
の
み
の
行
事
の
記
述
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
儀
礼

の
洗
い
出
し
に
よ

っ
て
、
当
時
の
特
徴
、
南

禅
寺
固
有
の
儀
礼
等

が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一

以
上
、
六
種

の
清
規
の
相
互
関
係
を
確
認
し
た
が
、
引
用
清
規
の
問
題
や
継
承
す
る
項
目
、
削
除
し
た
項
目
等
を
さ
ら
に
詳
し
く
見
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
位
置
づ
け
が

一
層
明
確
に
成
る
と
お
も
わ
れ
る
。
今
後
は
、
南
禅
寺
に
お
け
る
清
規

・
儀
礼

の
変
遷
過
程
を
確
認
し
、

叢
林
と
当
時
の
社
会

の
関
係
を
勘
案
す
る
上
か
ら
も
、
総
合
的
な
比
較
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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六

特
徴
的
記
事
に
つ
い
て

前
節
に
お
い
て
は
相
互
の
関
係
を
簡
単
に
述
べ
た
が
、
次
に
各
清
規
の
特
徴
的
な
事
例
を
上
げ
な
が
ら
、
そ
の
問

題
点
と
相
互
の
関
係

を
さ
ら
に
確
認
し
て
み
よ
う
。

A

大
帝
誕
生

(二
月
八
日
)

第

一
に
南
禅
寺
の
清
規
に
土
ハ通
す
る
、
「祠
山
正
順
昭
顕
威
徳
聖
烈
大
帝
殿
下
」
と
い
う
護
法
神
誕
生
供
養

の
儀
礼

に

つ
い
て
指
摘
し
て

み
よ
う
。
こ
れ
は
、
『
大
鑑
清
規
』
に

二
月
八
日
大
帝
誕
生
規
式

(四
〇
丁
ウ
)

祠
山
大
帝
、

一
寺
護
持
之
主
、

一
年

一
度
誕
生
。
(以
下
略
)

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
二
月
八
日
に
土
地
神
と
し
て
法
要
を
行
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
引
き
続

い
て
、
『叢
林
拾
遺
』
に
は
、
「霊
祠
祭
粛
、

大
帝
誕
生
」
(巻
上

・
八
丁
オ
)
の
項
目
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
『
南
禅
清
規
』
(乾

・
三
〇
丁
ウ
)
に
は
、

「二
月
八
日
、
大
帝
誕
生
」
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の
項

目
、
『南
禅
諸
回
向
』
文
明
十

一
年
の
部
分
に
は
、

二
月
八
日
、
大
帝
誕
生

張
看
経
膀

出
班
借
香

即
時
滞
散
。

(三
丁
オ
)

と
項

目
名
が
、
次
い
で
二
月
八
日
の
項

(
一
六
丁
ウ
)
に
は
、
回
向
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『葦
苓

日
用
』
の

「二
月
八
日
、
大
帝
誕
生
」
(
一

五
丁
オ
)
は
、
項
目
名
の
み
で
詳
し
い
進
退
等
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、'法
要
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
は
確
認
で
き
る
。

こ

の
祠
山
大
帝

の
中
国
で
の
位
置
づ
け
は
判
然
と
し
な

い
が
、
清
拙
が
中
国

の
土
地
神
と
し
て
将
来
し
、
南
禅
寺

に
お
い
て
祀
ら
れ
て

い
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
『慧
日
山
東
福
禅
寺
行
令
規
法
』
に
そ
の
項
目
名

の
み
確
認
さ
れ
る
が
、
本
文

の
部
分
が
欠
丁
し
て
お

り
、
由
来
や
法
要
を
比
較
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

ま
た
、
こ
の
土
地
神
は
中
国
の
清
規
に
は
そ

の
名
が
確
認
さ
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
他
の
日
本

の
清
規
に
も
確
認

で
き
な

い
の
で
、
南

禅
寺
固
有

の
土
地
神
供
養
と
い
え
よ
う
。

B

清
水
寺
繊
法

次

に

「清
水
寺
御
祈
祷
俄
法
」
に
つ
い
て
指
摘
し
て
み
よ
う
。
こ
の
儀
礼
は
、
『
大
鑑
清
規
』
・
『
叢
林
拾
遺
』
に
は
確
認
で
き
な
い
が
、

『南
禅
清
規
』
正
月
十
七
日

(乾

・
一
=

丁
ウ
)
に

「清
水
寺
戯
摩
」

の
項
目
が
あ
り
、
毎
月
十
七
日
の
斎
罷
、
清
水
寺
に
赴
く
べ
き
こ

と
を
始
め
と
し
て
、
そ
の
進
退
の
み
な
ら
ず
嘲
金
の
こ
と
等
に

つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
南
禅
寺
と
清
水
寺

の
地
理
的
な
関
係

で
生
じ
た
儀
礼
で
あ
ろ
う
か
、
他
の
清
規
に
は
確
認
で
き
な
い
臓
法
で
あ
る
。

さ

ら
に
、

「今
代
壁
書
」
の

「清
水
寺
臓
摩
諸
役
者
事
」

(永
正
十
五
年
十
月
)
と

「前
代
壁
書
」
と
を
列
記
し
て

い
る
。

ま
た
、
『
南
禅
諸
回
向
』
に
は
、

「毎
月
十
七
日
清
水
寺
御
祈
祷
臓
法
陳
白
」

(三
五
丁
オ
)
と

「清
水
寺
繊
法
滞
散

回
向
」

(三
六
丁
オ
)
、

さ
ら

に

「清
水
寺
幟
法
規
式
之
事
」
(五
〇
丁
オ
)
が
確
認
で
き
る
。
最
後
の

「清
水
寺
戯
法
規
式
之
事
」
は
先
の

「前
代
壁
書
」
と
同

一

で
あ
り
、
臓
悔
の
儀
礼
と
祈
祷
が
結
び
付
く
と
い
う
点
も
確
認
で
き
、
そ
の
儀
礼
の
変
化
を
確
認
す
る
上
か
ら
も
興
味
深
い
。

そ

し
て
、
『葦
苓
日
用
』
に
は
、
「斎
了
、
鳴
鐘
赴
清
水
寺
戯
法
、
井
規
式
、
被
定
置
壁
書
事
」

(
一
二
丁
オ
)
と
あ
り
、
『
南
禅
諸
回
向
』
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「清
水
寺
戯
法
規
式
之
事
」
と
同
文
を
載
せ
、
さ
ら
に
割
り
注
、
そ
し
て
嘲
金
、
法
要
進
退
を
記
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
「清
水
寺
戯
法
」
と
い
う
独
特
な
俄
悔
の
儀
礼
は
、
南
禅
寺
に
お
い
て
何
段
階
か
の
変
遷
を
辿
り
な
が
ら
、
継
続
的
に
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

C

展
鉢
法

僧
堂
行
鉢

の
次
第
は
、
『禅
苑
清
規
』
巻

一

「赴
粥
飯
」
に
基
づ
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
『
入
衆
日
用
清
規
』
・
『
入
衆
須
知
』
に

も
記
さ
れ
る
が
、
同
時
に
日
本
に
お

い
て
独
自

の
展
開
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
過
程
を
詳
し
く
説
明
す

る
紙
幅
は
な

い
の
で
、
本
論
に
お
い
て
は

『南
禅
清
規
』

(乾

・
八
八
丁
オ
)
と

『
葦
苓
目
用
』
(
一
〇
丁
オ
)
に
、
南
禅
寺

で
の
当
時

の

展
鉢
法
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
事
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

『
南
禅
清
規
』
に
は
、
「粥
正
時

・
粥
齋

・
取
鉢
法

・
展
鉢
法

・
洗
鉢
法

・
僧
堂
記

・
行
齋
」
と
、
南
禅
寺
僧
堂
に
お
け
る
、
行
鉢

の
次

第
、
行
者

の
進
退
、
展
鉢

の
仕
方
等
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
内
容
は
、
先
行
す
る
清
規
と
は
異
な
る
が
、
後

の

『
小
叢
林
清

規
』
巻

一
等
に
継
承
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
。

ま
た
、

「粥
齋
」
の
最
後
に
は
上
床
し
た
後
に

「履
」
を
床
下
に
し
ま
う
注
意
が
記
さ
れ
る
が
、
粥
飯
終
了
後
、
沙
弥
が
そ
の
履
を
掻
き

出
す
、
「履
撹
」

の
図
と

「生
飯
掻
」
の
図
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
図
は
、
『葦
巷

日
用
』
に
も
確
認
さ
れ
る
が
、
何
れ
に
せ
よ

当
時

の
僧
堂
展
鉢
法
の
多
様
性
を
示
し
て
い
る
と

い
え
る
。

D

第
筒

『
南
禅
清
規
』
乾

(八
二
丁
ウ
)
四
月
二

一
日
の
項
目
に
、
平
僧
の
名
前
を
書
い
た
第
を
筒
に
入
れ
、
そ
れ
を
仏
前
に
置
き
、
誠
経
終

了
後
住
持
が
第
を
引
き
、
解
怠
者
な
き
か
点
検
す
る
儀
礼
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『葦
巷
日
用
』
(
二
八
丁
オ
)
に
も
記
さ
れ
る
。

内
容
は
、
煩
項
に
な
る
が
、
他
に
例
が
確
認
で
き
な

い
の
で
、
該
当
箇
所

の
全
文
を
載
せ
て
お
こ
う
。

毎
日
勤
行
時
、
堂
司
行
者
、
持
第
筒
、
置
佛
前
。
第
者
書
平
僧
之
双
字
名
、
入
筒
。
勤
行
調
経
回
向
終
、
住
持

以
指
、
而
指
第
筒
。
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堂
司
行
者
、
取
笑
筒
、
三
度
振
合
至
住
持
前
、
維
那
出
班
、
至
住
持
右
邊
。
住
持
抜
第
、
出
維
那
、
維
那
捧
第
。
呼
某
名
時
、
三
度

不
答
、
則
其
箆
出
聴
叫
也
。
解
怠
人
、
上
方
丈
、
乞
笑
。
若
解
怠
及
数
度
、
則
住
持
小
片
紙
、
書
罰
金
之
語
、
貼
仏
殿
柱
。
罰
金
者

一
斤
也
。
持
上
方
丈
。
坐
禅
解
怠
罰
金
同
前
。

他

の
清
規
に
も
坐
禅
や
課
諦

・
作
務
を
怠
け
た
者

へ
の
罰
則
、
高
談
戯
笑

・
威
儀
不
如
法

の
禁
止
等
は
確
認
で
き
る
が
、
以
上

の
よ
う

に
勤
行

へ
の
参
加
の
有
無
に
関
し
て
く
じ
を
引
い
て
呼
び
出
し
、
さ
ら
に
怠
け
た
物
に
は
罰
金
を
払
わ
せ
る
規
則
を
定
め
て
い
る
こ
と
は
、

当
時

の
僧
堂

の
規
則
と
し
て
は
意
外
な

一
面
と
思
わ
れ
る
。

E

沙
喝
事

『
南
禅
清
規
』
(乾

・
六
二
丁
ウ
)
に
は

「沙
喝
事
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
ま
た

『
葦
巷
日
用
』
二
月
二
入
日

(
一
七
丁
オ
)
に
も
同

様
の
記
述
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
沙
弥

の
人
数

・
法
要
の
参
加

・
沙
喝
の
配
役

・
僧
堂

の
鳴
ら
し
物

・
粥
飯
の
進

退
、
給
仕
の
諸
注
意

・

喝
食
等
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

特

に
人
数
に
関
し
て
は
、
「沙
喝
百
三
十
員
、
五
十
員
者
、
本
掛
搭
。
如
衆
僧
、
受
俵
米
。
残
者
、
調
経
掛
搭
也
。
本
掛
搭
内
、
有
閾
則

調
経
掛
搭
衆
、
望
次
第
、
轄
本
掛
搭
也
」
と
あ
り
、
定
員
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
欠
員
が
あ

っ
て
本
掛
搭

へ
移
行
す
る
ス
タ
イ

ル
が
定
め

ら
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
定
員
の
規
程
が
、
何
に
基
づ
く
の
か
が
今
後
の
問
題
と
な
ろ
う
。

F

在
家
葬
儀
関
係

　　
　

こ

の
点
は
、
す
で
に
大
石
氏
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
『叢
林
拾
遺
』
に
は
在
家

の
葬
送
行
列

の
図
式
が
記
さ
れ
て

い
る
。
氏
も
述
べ
て
い
る
が
、
在
家
者

の
葬
送
行
列
と
し
て
は
最
古
の
記
録
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
は
、
す
で
に
在
家
を
対
象
と
し
た
葬

儀
が
清
規
の
中
に
記
さ
れ
る
ほ
ど
積
極
的

に
行
わ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
禅
宗

の
葬
祭
儀
礼
は
こ
の
時
期
に
始
ま
る
も

の
で
は

な
い
が
、
具
体
的
に
当
時
は
ど
の
よ
う
な
形
式
で
あ

っ
た
か
、
在
家
者
葬
儀

へ
の
儀
礼
移
行

の
過
程
を
知
る
上
で
も
貴
重
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
『南
禅
諸
回
向
』
に
は
、
「諸
亡
者
戒
作
法
」
(五
四
丁
ウ
)
と
い
う
項
目
が
あ
る
。
こ
れ
は
後

の

「没
後
作
僧
」
に
繋
が
る
儀
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礼
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
日
本
で
独
自
の
展
開
を
示
し
た
在
家
葬
儀
法
を
考
え
る
上
で
重
要
な
内
容
で
あ
る
。

さ
ら
に

『南
禅
諸
回
向
』

(
一
六
丁
ウ
)
に
は
、
在
家
者
に
対
し
て
布
施

の
多
寡

に
よ
り
都
聞

・
都
寺
位
を
贈
与
す
る
こ
と
も
記
さ
れ
て

い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
叢
林
内

の
儀
礼
に
留
ま
ら
ず
広
く
社
会
的
な
関
係
を
結
ぶ
よ
う
な
規
矩
も
、
時
代
と
共
に
多
く
確
認
さ
れ
て
く

る
の
で
あ
る
。

G

祈
祷

(僧
堂
祈
祷

・
問
禅
祈
祷
)

『
叢
林
拾
遺
』
巻
三

(下
六
丁
ウ
)
に
は
、
具
体
的
な
祈
祷
儀
礼
が
確
認
で
き
る
。
古
く

『禅
苑
清
規
』
巻
十

「
百
丈
規
縄
頒
」
に
は
、

「祈
祷
」
の
文
字
が
確
認
で
き
る
が
、
具
体
的
な
祈
祷
の
内
容
は
記
さ
れ
な

い
。
さ
ら
に

『備
用
清
規
』
・
『勅
修
清
規
』
に
お
い
て

「祈

祷
」

の
項
目
は
種
類
も
多
岐
に
亘
り
、
よ
り
具
体
的
に
な

っ
て
行
く
。
そ
れ
を
受
け
て

『
叢
林
拾
遺
』
の
項
目
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

が
、
祈
祷
を
実
際
に
行
う
場
所
と
し
て
、
雲
堂
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
記
述
は
、
『
南
禅
清
規
』
(乾

・
二
七
丁
オ
)
に
も

「略

規
祈
祷
章
」
の
項
目
で
同
文
を
上
げ

て
い
る
。

そ

の
中
に
は
、

「異
説
繁
多
。
只
記

一
義
。」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
僧
堂

で
の
祈
祷
法
を
含
め
色

々
な
形
式
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

何
れ

に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
場
所
に
お
い
て
祈
祷
の
儀
礼
を
行
う
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま

た
、
『南
禅
諸
回
向
』
(三
九
丁
ウ
)
に
は

「乗
彿
井
問
禅
祈
祷
回
向
」
が
あ
る
。
「問
禅
祈
祷
」
の
回
向
に
か
ん

し
て
は

『諸
回
向
清

規
』
巻

二

(]りOQ
一
・①ω
○O
o)
に
確
認
で
き
る
だ
け
で
、
現
在
他
の
清
規
に
見
出
し
得
て
い
な
い
。
両
清
規
は
ほ
ぼ
同
じ
時
代

の
成
立
で
あ
る

こ
と

か
ら
、
こ
の
時
代
こ
の
よ
う
な
禅
宗
独
自
と
も
言
え
る
祈
祷
の
形
式
が
成
立
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

七

お
わ
り
に

以
上
、
清
規
研
究

の
問
題
点
を
列
記
し
た
上
で
、
南
禅
寺
関
係
の
清
規

の
紹
介
と

い
う
作
業
を
試
み
た
。
箇

々
の
清
規
で
は
明
ら
か
に

さ
れ
な

い
部
分
も
こ
の
よ
う
に
同
系
統
の
複
数

の
清
規
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
様
々
な
側
面
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。
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先
行
す
る
中
国

の
清
規
や
他

の
日
本
の
清
規
と
比
較
し
て
、
南
禅
寺
系
だ
け
に
見
ら
れ
る
儀
礼
、
そ
の
中
で
も
複
数

の
史
料
に
亘

っ
て

記
さ
れ
る
も
の
、
ま
た

一
つ
の
史
料
に
し
か
確
認
で
き
な

い
特
殊
な
儀
礼
等
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
礼

の
成
立
過
程
や
継

承
の
問
題
、
さ
ら
に
は
成
立
の
思
想
的
な
問
題
も
含
め
今
後
の
研
究
課
題
は
多
岐
に
わ
た
ろ
う
。

さ

ら
に
は
当
時

の
僧
堂
の
運
営

.
教
育
に
関
わ
る
も

の
も
清
規

の
中
に
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
叢
林
の
基
本

で
あ
る
が
、
こ
れ

す
ら
も
時
代
と
地
域
に
よ

っ
て
様
々
な
変
化
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
を
生
み
出
す
、
北且
尽
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。ま

た
、
在
家
葬
法
に
見
ら
れ
る
在
家
と
の
関
係
、
ま
た
特
に
指
摘
し
な
か

っ
た
が
、
将
軍
家

の
年
回
法
要

・
月
命

日
の
法
要
に
見
ら
れ

る
権
力
者
と
の
関
係
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
、
対
社
会
的
行
事
を
単
純
に
時
代
の
変
化
と
い
う

の
で
は
な
く
、
政
治
的
な
背
景
や
思
想
的
整

合
性

に
ま

で
踏
み
込
ん
で
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

以
上
、
清
規
研
究
は
多
く
の
課
題
を
含
ん
で
お
り
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
問
題
を
深
く
掘
り
下
げ
て
行
き
た
い
と

い
う
希
望
を
述
べ
て
、

本
論
を
終
え
る
こ
と
と
す
る
。

(
1
)

(2
)

注宇

井
伯
壽

『
仏

教

汎
論

』

「第

三
編

・
社

会

、
第

四
章

・
大
乗

戒

の
実
践

と
清

規

」

(岩

波
書

店

・
昭
和

三

七
年
、

伊
藤

古
鑑

「禅

と
戒

に

つ
い
て
」

(『
禅
学

研

究
』
第

五
〇
号

・
昭

和

三
五
年

)

沖

本
克

己

「清

規

研
究

ノ
ー

ト
」

(『
戒

律
思

想

の
研
究

』
・
昭
和

五
六
年

)

平

川
彰

「百
丈

清
規

と
戒

律
」

(『
仏

教
学

』
第

三
七
号

・
平
成

七

年
)

小

坂
機
融

「清

規
実

践

の
基
礎

的
問

題

に

つ

い
て
」

(『
宗
学

研
究

』
第

四
号

・
昭

和

三
七
年
)

同

右

「清
規

変
遷

の
底

流

(
一
)
」

(『
宗
学

研
究

』
第

五
号

・
昭

和

三
八
年

)

同

右

「清

規
変

遷

の
底

流

(
二
)
」

(『
宗

学
研

究
』

第

六
号

・
昭

和

三
九

年
)

合

本

・

四
頁

)
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543

)))

 

(
6
)

(
7
)

((

98
))

 

(
10
)

　

12
)

　

11
)

同

右

「清
規
研
究
の
動
向
と
展
望
」
(『駒
澤
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
』
第
二
三
号

・
平
成
二
年
)

大
石
守
雄

「古
清
規
に
つ
い
て
」
(『禅
学
研
究
』
第
四
四
号

・
昭
和
二
八
年
)

同

右

「清
規
に
あ
ら
わ
れ
た
年
中
行
事
」
(『禅
学
研
究
』
第
五
〇
号

・
昭
和
三
五
年
)

『曹
洞
宗
文
化
財
調
査
目
録
解
題
集
』

一
～
五
集

(曹
洞
宗
宗
務
庁
刊
)

『禅
林
象
器
箋
』
「援
書
目
録

・
清
規
」
(三
寳
書
院
版

・
四
頁
)

拙

稿

「京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
蔵

『叢
林
拾
遺
』
(東
漸
略
清
規
)
に
つ
い
て
」

(『鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
六
号

・
平
成

=
二
年
)

大
石
守
雄

「大
鑑
清
規
の
研
究
」
(『禅
学
研
究
』
第
四
五
号

・
昭
和
二
九
年
)

大
石
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

「南
禅
寺
聴
松
院
蔵
本
」
と

「今
津
本
」
は
同

一
系
統
本
で
あ
る
。
但
し
、
今
津
本

の
上
巻
の

=
二
丁
目
が

一
丁
欠
損
し
、
下
巻
は
三

一
丁
目
の
表
ま
で
で

「維
那
須
知
」
以
降
が
書
写
さ
れ
て
い
な
い
事
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

拙

稿

「『大
鑑
広
清
規
』
に
つ
い
て
ー

『大
鑑
広
清
規
』
の
紹
介
を
中
心
と
し
て
ー
」
(『宗
学
研
究
』
第
三
七
号

・
平
成
七
年
)

拙

稿

「翻
刻

・
聴
松
院
蔵

『大
鑑
清
規
』」
(『鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
五
号

・
平
成

一
二
年
)

大
石
守
雄

「清
規
の
研
究
」
(『禅
学
研
究
』
第
五
四
号

・
昭
和
三
九
年
)

前

注

(5
)

拙

稿

「翻
刻

・
京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
蔵

『
叢
林
拾
遺
』
(東
漸
略
清
規
)
」

(『
鶴
見
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
八
号
第
四
集

・
平
成

=
二
年
)

拙

稿

「翻
刻

・
『
慧
日
山
東
福
禅
寺
行
令
規
法
』
」
(『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
四
号

・
平
成

=

年
)

拙

稿

「『慧
日
山
東
福
禅
寺
行
令
規
法
』
に
つ
い
て
」
(『鶴
見
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
六
号
第
四
集

・
平
成

コ

年
)

『曹
洞
宗
全
書
』
「清
規
」
・
四
三
九
頁

『永
平
小
清
規
』
巻
下

(『曹
洞
宗
全
書
』
「清
規
」
二
一一八
五

・
三
八
六
頁
)
等
。


